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八千代市こども計画の体系骨子（案）                          

①「こども」「子ども」の表現について，整理するよう指摘 

②基本的視点について，分かりやすい表現などに整理するよう提案 

③基本目標 1の表現について， 

「すべてのこどもの最善の利益を図る」という表現の提言 

④基本目標の表現について，実際に行うこととして表現するよう提言 

⑤「こども」の定義等について，説明書きをつけるという提案 

 

 

                               

                         

 

          

 

 

 

 

 

                          

 

 

                      

 

 

 

 

 

         

 

 

          

 

          

 

 

 

※こども基本法において「こども」とは，「心身の発達の過程にある者」と定義されています。 
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基本的視点１ 
 
こども視点 

基本的視点２ 
 
子育て視点 

１．すべてのこどもの最善の
利益を図ります 

３．質の高い教育・保育を
選択できる環境を整えます 

４．安心してこどもを生み育て
ることができる環境を整えます 

２．こどもが学び成長でき
る環境を整えます 

５．仕事と子育てを両立するこ
とができる支援を充実します 

６．こどもや子育て家庭を地域で見守
り、支える支援を充実します 

７．こどもや子育て家庭が安心・快適に
暮らすことができる支援を充実します 

基本的視点３ 
 
こども中心の地域視点 

基本目標 


